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提案理由 

行政改革のより一層の推進に向け、組織体制を見直すため改正しようとする。 



   高山市行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例 

 高山市行政改革推進委員会設置条例（平成６年高山市条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

改  正  前 改  正  後 

（組織） （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 第３条 委員会は、委員１３人以内で組織する。 

２ 委員は、市政について優れた識見を有する

住民のうちから市長が委嘱する。 

２ 委員は、地方行政について優れた識見を有

する者のうちから市長が委嘱する。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 


